
チェック項目 はい
どちらとも
いえない

いいえ 現状・課題、改善目標等

1 利用定員が指導訓練室等のスペースとの関係で適切か 〇 基準に沿ってスペースを確保している

2 職員の配置数は適切か 〇 児童指導員4名（常勤2、非常勤2）

3 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切にされているか 〇
指導訓練室が２階に移動したが、手摺を増設し指導員が付き添い
を行っている

4
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標設定と振り返り）に広く指導
員が参画しているか

〇 日々のミーティングにより、指導員間で情報共有を行っている

5
保護者向けにアンケート調査を実施して保護者の意向等を把握し、業務
改善に繋げているか

〇 毎年年１回実施（R4/10月）

6
自己評価表の結果を、事業所内への掲示やホームページ等で公開してい
るか

〇 ホームページへの掲載およびルーム内に掲示している

7 指導員の資質向上のために研修の機会を確保しているか 〇 外部研修の受講推進

8
アセスメントに適切に行い、本人・保護者のニーズ、課題により、個別支援
計画を作成しているか

〇
年３回アセスメント、モニタリングを実施の上、個別支援計画を作
成している

9
本人の適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを
使用しているか

〇 アセスメントシート

10 活動内容の立案を、指導員が共同で行っているか 〇 指導員間で行っている

11 活動内容が固定化されないよう工夫されているか 〇 特性や興味関心に合わせた支援の実施

12 平日・休日・長期休暇に応じて、課題を設定し支援しているか 〇 必要に応じて計画の範囲内で行っている

13
本人に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて、個別支援計画
を作成しているか

〇 本人に応じて、個別支援計画書に沿って支援している

14 利用時間に応じて、スケジュールを設定しているか 〇 年度単位で設定

15
支援開始前に指導員間で支援内容や役割分担の調整・確認が行われて
いるか

〇 日々のミーティングにて実施

16 支援終了後に指導員間で利用状況について共有・確認が行われているか 〇 ミーティングおよび日誌の共有

17
日々の支援に関して正しく記録することを徹底し、支援の検証・改善につ
なげているか

〇 各活動日誌の記録

18
定期的にモニタリングを行い、必要に応じて個別支援計画の見直しが行
われているか

〇 年３回（５月・９月・１月）

19 ガイドラインの総則の基本活動を組み合わせて支援を行っているか 〇 ガイドラインに沿って支援している

20 サービス担当者会議に最も相応しい指導員が参加しているか 〇 担当指導員および児童発達支援管理責任者

21
学校との情報共有がされているか（年間行事、下校時刻、送迎時の対応、
トラブル発生時の連絡等）

〇 年間行事については、保護者もしくは学校HPより入手

22
学校卒業後、障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、必要に応じて
（保護者の意向）支援内容等の情報提供がされているか

〇 必要に応じて行っている

23
多機能型事業所の有意性として、Ａ型事業所利用者や指導員との交流の
場は設けられているか

〇 入退所時や移動時および作業活動時

24 （地域自立支援）協議会等へ参加しているか 〇 機会があれば参加をしたい

25
日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、子供の発達の状況や課題につ
いて、共通認識を持っているか

〇 送迎時やFB面談時

26 保護者に対して、支援情報・就労情報等の情報提供を行っているか 〇 岡山県内のA・B型事業所における工賃実績状況一覧の共有

27
運営規程・利用契約書・重要事項説明書等について、丁寧な説明を行っ
ているか

〇 契約時または変更時に行っている

28 保護者からの悩みや相談に対し、必要な助言等を行っているか 〇 必要に応じて行っている

29 保護者同士の連携を支援しているか（場の提供、情報共有等） 〇 保護者向け茶話会を実施（R4/8月）

30 本人・保護者からの苦情に対して、迅速・適切に対応しているか 〇 重要事項説明書に沿って、あれば迅速に対応したい

31 個人情報について十分に注意しているか 〇 契約時に同意書を頂き、その範囲内で使用している

32
緊急時の対応について、マニュアル等を策定し、指導員や保護者に周知
できているか

〇 避難確保計画を作成し、掲示および共有している

33
災害等の発生に備えて、定期的に避難訓練等、必要な訓練を行っている
か

〇 R4/5月実施

34
虐待防止のため、指導員の研修機会を確保する等、適切な対応を行って
いるか

〇 R4/7月職員研修実施、R4/8月虐待防止委員会の設置

35
やむを得ず身体拘束を行う場合のルールを、事前に十分に説明し周知で
きているか

〇 重要事項説明書に記載し、契約時に説明をしている

　実施者：  高橋　哲史
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実施日：令和　　4年　10月　1日

【事業者向け】放課後等デイサービス　自己評価表（サンクルール今事業所）
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